
平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日
受
領

答

弁

第

八

二

号

内
閣
衆
質
一
七
九
第
八
二
号

平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆
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長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
大
規
模
被
害
に
耐
え
う
る
岩
木
川
改
修
事
業
と
津
軽
ダ
ム
建
設
の
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
大
規
模
被
害
に
耐
え
う
る
岩
木
川
改
修
事
業
と
津
軽
ダ
ム
建
設
の
促
進
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
河
川
改
修
、
ダ
ム
の
建
設
等
の
治
水
対
策
並
び
に
河
川
環
境
の
改
善
及
び
保
全
に
係
る
対
策
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
雨
量
、
水
位
等
に
係
る
観
測
デ
ー
タ
等
の
河
川
に
関
す
る
情
報
の
関
係
機
関
と
の
共
有
及
び
地
域
住
民

の
方
々
へ
の
迅
速
な
提
供
、
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
及
び
避
難
勧
告
等
の
判
断
・
伝
達
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
の
支
援
等
に
引

き
続
き
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
地
区
の
堤
防
整
備
に
つ
い
て
は
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
岩
木
川
水
系
河
川
整
備
計
画
に
従
っ
て
、
既
に
事
業
に
着
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
四
年
度

予
算
に
お
い
て
も
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
岩
木
川
中
流
部
に
お
け
る
高
水
敷
の
冠
水
の
頻
度
の
低
減
に
も
資
す
る
河
道
掘
削
及
び
管
理
用
通
路
の
整
備
の

一



完
了
時
期
に
つ
い
て
は
、
管
理
用
通
路
の
整
備
位
置
に
関
す
る
高
水
敷
の
利
用
者
と
の
調
整
状
況
等
の
い
か
ん
に
よ
る
こ
と

か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
整
備
の
効
果
を
高
水
敷
が
冠
水
す
る
流
量
規
模

の
年
超
過
確
率
を
用
い
て
お
示
し
す
る
と
、
現
時
点
に
お
い
て
お
お
む
ね
二
分
の
一
で
あ
る
年
超
過
確
率
が
、
お
お
む
ね
七

分
の
一
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

津
軽
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
津
軽
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
基
本
計
画
に
お
い
て
、
工
期
を
「
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の

予
定
」
と
し
て
お
り
、
同
事
業
の
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

二


